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第２回南相馬市議会臨時会市長提出議案の要旨 

 

令和３年４月２７日提出 

 

Ⅰ 件数   ５件  

【内訳】議案 ４件 （条例関係１件、予算関係２件、その他１件） 

報告 １件 （専決処分の報告１件） 

 

Ⅱ 議案の要旨  

 

≪条例関係≫  

議案第４８号 専決処分の報告及びその承認について 

【趣旨】 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、次のとおり条例を専決処分したの

で、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるもの。 

 

 

【専決第２号 南相馬市税条例等の一部を改正する条例制定について 令和3年 3月

31 日専決】 

 

【趣旨】 

１ 専決処分の理由 

令和３年度税制改正により地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月３

１日に公布され、同年４月１日から施行されることに伴い、同日から一部改正法

を適用させる必要があるため、市税条例等の一部を改正する条例を同年３月３１

日付けで専決処分したもの。 

 

 【主な内容】 

２ 改正の概要  

（１）市民税関係 

○税務関係書類の電子化推進の観点から電子提出に係る税務署長の承認を廃止

するもの。（第３６条の３の２、第３６条の３の３、第５３条の９関係） 
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 （２）固定資産税関係 

 ○固定資産税の負担調整措置（附則第１１条ほか） 

宅地等及び農地の負担調整措置について、令和３年度から令和５年度まで

の間、現行の土地に係る負担調整措置の仕組みを継続する。 

その上で、令和３年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加す

る土地について、前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）軽自動車税関係 

  ○環境性能割の臨時的軽減の延長（附則第１５条の２関係） 

環境性能割の臨時的軽減について、適用期限を９か月延長し、令和３年末ま

での取得を対象とする。この措置による減収については、全額国費で補塡する。 

   

税  率 臨時的軽減 

非課税 非課税 

１％ 非課税 

２％ １％ 

 

 ○グリーン化特例の見直し（附則第１６条関係） 

種別割のグリーン化特例のうち、５０％軽減及び２５％軽減の対象を営業用

乗用車に限定したうえで、特例の期限を２年間延長する。 

 

 

（４）その他法改正に伴う改正 

 

３ 施行日 令和３年４月１日 

令和３年度に限り 
令和２年度の税額に据え置く 

令和２年度 令和３年度 

地価上昇により税額
が増加する場合 

地価下落により税額
が減少する場合 
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≪補正予算関係≫  

議案第４９号 令和２年度南相馬市一般会計補正予算について 

【趣旨】 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う対応や令和３年福島県沖を震源とする

地震に伴い被災した施設の災害復旧など、緊急に対応すべき予算を計上するもの。 

 

 

議案第５０号 令和２年度南相馬市下水道事業会計補正予算について 

【趣旨】 

令和３年福島県沖を震源とする地震に伴い、被災した小高浄化センターの漏水箇

所復旧に要する経費を計上するもの。 
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≪その他≫ 

議案第５１号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 南相馬市乾燥調製施設整備事業（小高区蛯沢）建設工事 

施 工 場 所 南相馬市小高区蛯沢字藤沼地内 

契 約 の 金 額 ４９２，８００，０００円（消費税を含む。） 

工 期 契約締結日から令和３年１１月３０日まで 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

契約の相手方 
郡山市日和田町高倉字杉下１６－１ 

株式会社南東北クボタ 福島支店 

【予定価格】 

予 定 価 格 ５０３，１４０，０００円（消費税を含む。） 

落 札 率 ９７．９４％ 

【入札結果】                          （消費税別） 

入 札 者 第１回入札額 第２回入札額 備 考 

株式会社南東北クボタ 

福島支店 
448,000,000 円  落札 

【工事概要】 

建築工事 

乾燥調製施設（ライスセンター） 

建設工事 一式 

   ・乾燥調製施設棟 Ｓ造 平屋建て Ａ＝630.0 ㎡ 

   ・製品置場棟   Ｓ造 平屋建て Ａ＝300.0 ㎡ 

   ・籾殻保管庫棟  Ｓ造 ２階建て Ａ＝378.0 ㎡ 

乾燥機械設備工事 一式 
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【施工場所位置図】 
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≪報告≫  

報告第２号 専決処分の報告について 

【趣旨】 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告するもの。 

 

【専決第３号 工事請負変更契約の締結について 令和３年３月３１日専決】 

１ 専決処分の理由 

令和２年第５回南相馬市議会定例会で議決を経た工事請負契約について、契約

内容の一部に変更が生じたため、令和３年３月３１日付けで専決処分したもの。 

 

２ 変更契約の内容 

契 約 の 目 的 
南相馬市大規模乾燥調製貯蔵施設整備事業（小高区岡田）

建設工事 

契 約 の 相 手 方 
大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 

ヤンマーグリーンシステム株式会社 

施 工 場 所 南相馬市小高区岡田字山田地内 

契
約
金
額 

変更前 １，９９１，０００，０００円 

変更後 １，９９１，９４１，６００円 

増額する額 ９４１，６００円 

 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

⑴ 排水工事の増 

外構工事着手後の掘削において、想定以上の湧水が発生して

おり、予定していた排水方法では支障があることが判明した

ため、排水工事を増変更したもの。 

⑵ 
屋内消火栓設

置数量の減 

工事後の消防署との再協議の結果、屋内消火栓の設置箇所数

を減とすることが可能となったことから、数量を減変更した

もの。 

【変更前】９箇所 → 【変更後】７箇所 

⑶ 工期の変更 

令和３年２月１３日発生の地震の影響により、復旧作業に日

数を要するため工期を延伸するもの。 

【変更前】令和２年６月３０日から令和３年３月３１日まで 

【変更後】令和２年６月３０日から令和３年４月３０日まで 
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